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第５章 高齢者等の推計 

 

１．高齢者人口の推計 

（１） 人口の推計 

 本計画期間中の人口は、平成 23 年 10 月 31 日現在の人口を基点として、平成 18 年

から平成 23 年までの５年間の人口の変化率を基に推計を行いました。 

 総人口は平成 23 年度の 26,741 人から平成 26 年では 26,072 人と３年間で 669 人

（2.5％）減少すると見込みました。 

65 歳以上の高齢者人口は平成 23 年度の 7,789 人から平成 26 年では 8,293 人と３

年間で 504 人（6.5％）増加すると見込みました。 

 

 ■ 総人口と 65 歳以上人口の推計 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

26,518人 26,295人 26,072人

7,957人 8,125人 8,293人

高齢化率 30.0% 30.9% 31.8%

※住民基本台帳人口を使用してコーホート変化率法で推計

総人口

65歳以上人口
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（２） 被保険者数の推計 

 被保険者については、平成 23 年 10 月 31 日現在の被保険者数を基点として、平成 18

年から平成 23 年までの５年間の人口の変化率を基に推計を行いました。 

第１号被保険者数は、平成 23 年度の 7,817 人から平成 26 年度では 8,309 人と３年

間で 492 人（6.3％）増加すると見込みました。 

 

■ 被保険者数の推計 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

第1号被保険者 7,981人 8,145人 8,309人

65歳～69歳 1,859人 2,022人 2,185人

70歳～74歳 1,582人 1,589人 1,596人

75歳～79歳 1,601人 1,559人 1,517人

80歳～84歳 1,410人 1,395人 1,380人

85歳～89歳 926人 950人 974人

90歳以上 603人 630人 657人

第2号被保険者 8,927人 8,713人 8,499人

16,908人 16,858人 16,808人

※第1号被保険者数は、被保険者台帳人数を使用して推計

※第2号被保険者は、住民基本台帳人口を使用して推計

合　計

 

 

２．要介護（要支援）認定者数の推計 

 要介護（要支援）認定者数は、被保険者数の推計を基に、平成 23 年 10 月までの認定

状況等を参考に推計しました。 

要介護（要支援）認定者数は、平成 23 年度の 1,528 人から平成 26 年度では 1,620

人と３年間で 92 人（6％）増加すると見込みました。 

 

 ■ 要介護（要支援）認定者数の推計 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

要支援１ 104人 104人 105人

要支援２ 230人 232人 235人

要介護１ 248人 252人 255人

要介護２ 285人 289人 294人

要介護３ 218人 221人 225人

要介護４ 250人 255人 259人

要介護５ 238人 242人 247人

計 1,573人 1,595人 1,620人

認定率 19.7% 19.6% 19.5%

※要介護認定者には、第2号被保険者を含む  
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３．サービス利用者数の推計 

（１） 施設・居住系サービス利用者数の推計 

 現在の利用状況と今後の施設整備の状況を勘案して利用者数を推計しました。 

 認知症共同生活介護については、平成 24 年度に 1 施設が整備されるため、18 人分を

加算して利用者数を見込みました。また、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついては、平成 25 年度に 1 施設が整備されるため、各年度 29 人分を見込みました。 

 

 ■ 施設・居住系サービス利用者数の推計（１月当たり） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

施設サービス利用者計 343人 372人 372人

介護老人福祉施設 173人 173人 173人

介護老人保健施設 155人 155人 155人

介護療養型医療施設 15人 15人 15人

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

0人 29人 29人

居住系サービス利用者 81人 83人 84人

認知症対応型共同生活介護 52人 54人 55人

特定施設入居者生活介護 29人 29人 29人

424人 455人 456人計
 

 

（２） 介護保険施設の利用者に対する要介護４・５の割合 

 国の示した基本指針により、平成 26 年度において介護保険施設（地域密着型を含む）

のサービス利用者数の合計数のうち、要介護４・５の認定者数の合計数が占める割合を

70％以上とすることを目標として設定することとなっています。 

 本広域連合においては、現状で 70％を超える状況であるため、今後もこの状況を維持

します。 
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（３） 標準的居宅サービス等の受給者数の推計 

要介護（要支援）認定者数から、施設・居住系サービス利用者数を除いたものが、標準

的居宅サービス等の受給対象者となります。 

この、標準的居宅サービス等の受給対象者に実際にサービスを利用される人の割合（受

給率）を乗じて、標準的居宅サービス等の受給者数を推計しました。 

なお、平成 25 年度に地域密着型介護老人福祉施設が整備されるため、施設入所による

居宅サービス等の利用者の減少を勘案して推計を行っています。 

 

 ■ 標準的居宅サービス等の受給対象者数の推計（１月当たり） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

要支援１ 102人 102人 103人

要支援２ 227人 229人 232人

要介護１ 225人 231人 236人

要介護２ 239人 240人 246人

要介護３ 144人 147人 151人

要介護４ 95人 88人 92人

要介護５ 117人 103人 104人

計 1,149人 1,140人 1,164人
 

 

■ 標準的居宅サービス等の受給者数の推計（１月当たり） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度

要支援１ 67人 68人 69人

要支援２ 144人 147人 151人

要介護１ 177人 184人 195人

要介護２ 195人 199人 209人

要介護３ 116人 121人 127人

要介護４ 64人 60人 66人

要介護５ 64人 58人 60人

計 827人 837人 877人
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